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国保・年金福　祉

○
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て
の
届
出
、
お
問
い
合
せ
は
、
市
子
育
て
支
援
課
子

育
て
支
援
係
（
1.

65
６
５
１
４
）

○
特
別
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て
の
届
出
、
お
問
い
合
せ
は
、
市
福
祉
課
し
ょ

う
が
い
福
祉
係
（
1.

65
６
５
１
８
）

○
各
手
当
に
つ
い
て
支
所
へ
の
お
問
い
合
せ
は
、
浅
井
支
所
保
健
福
祉
課

（
1.

74
４
３
５
４
）、
び
わ
支
所
保
健
福
祉
課
（
1.

72
５
２
５
４
）

10
月
１
日
か
ら
、
乳
幼
児
福
祉

医
療
費
助
成
制
度
が
改
正
に
な
り

ま
す
。

就
学
前
の
お
子
さ
ん
す
べ
て
に

受
給
券
を
お
出
し
す
る
こ
と
で
、

医
療
機
関
で
の
保
険
診
療
費
負
担

を
な
く
し
ま
す
。

こ
の
受
給
券
交
付
の
た
め
に
、

申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

○
助
成
対
象
者

長
浜
市
に
住
所
の
あ
る
０
歳
〜

就
学
前
ま
で
の
お
子
さ
ん

※
た
だ
し
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
場
合
な
ど
で
、
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
な
い
人
や
、
す
で
に
そ

の
他
の
福
祉
医
療
費
受
給
券
を
お

持
ち
の
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

○
申
請
方
法

現
在
、
受
給
券
を
お
持
ち
の
方

も
今
回
の
改
正
に
伴
い
、
新
た
に

申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

対
象
者
に
は
申
請
書
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
次
の
と
お
り
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。（
郵
送
可
）

【
発
送
時
期
】
８
月
中
旬

【
提
出
期
限
】
８
月
末
日

【
提

出

先
】
市
保
険
年
金
課

各
支
所
市
民
生
活
課

（
幼
稚
園
、
保
育
園
で
申
請
さ
れ
た

方
を
除
き
ま
す
）

☆
平
成
18
年
１
月
１
日
に
長
浜
市
に
住

所
が
な
い
人
で
児
童
手
当
を
受
給
さ

れ
て
い
な
い
場
合
は
、「
所
得
証
明

書
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

【
所
得
確
認
】

・
所
得
に
よ
り
受
給
番
号
が
変
わ
る

た
め
、
毎
年
所
得
の
確
認
を
い
た

し
ま
す
。

・
転
入
さ
れ
た
場
合
や
所
得
の
申
告

を
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
所
得

証
明
書
や
申
告
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。

・
所
得
の
確
認
は
前
年
の
所
得
が
対

象
で
す
。

現
在
「
児
童
扶
養
手
当
」
を
受
給
し

て
い
る
人
は
現
況
届
を
、「
特
別
児
童

扶
養
手
当
」
を
受
給
し
て
い
る
人
は
所

得
状
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
届
は
、
前
年
の
所
得
と
受
給

資
格
を
確
認
す
る
た
め
、
毎
年
８
月

に
提
出
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

届
出
が
な
い
場
合
、
手
当
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
期
限
】

●
児
童
扶
養
手
当
現
況
届

８
月
１
日（
火
）〜
８
月
31
日（
月
）

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届

８
月
11
日（
金
）〜
９
月
11
日（
月
）

児
童
扶
養
手
当
法
改
正
に
つ
い
て

○
支
給
期
間
と
手
当
額
の
見
直
し

母
で
あ
る
受
給
資
格
者
に
対
す
る

手
当
は
、
支
給
開
始
月
か
ら
起
算
し

て
５
年
、
ま
た
は
支
給
要
件
に
該
当

し
た
月
か
ら
起
算
し
て
７
年
を
経
過

し
た
と
き
は
、
手
当
額
の
一
部
が
減

額
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

法
施
行
日
（
平
成
15
年
４
月
１
日
）

に
お
い
て
既
に
受
給
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
減

額
さ
れ
ま
す
。

※
認
定
請
求
を
し
た
日
に
お
い
て
３

歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る
受
給

資
格
者
は
、
当
該
児
童
が
３
歳
に

達
し
た
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
５

年
を
経
過
し
た
と
き
か
ら
減
額
さ

れ
ま
す
。

※
母
が
身
体
障
害
等
政
令
で
定
め
る
事

由
に
該
当
す
る
場
合
、
そ
の
該
当
し

て
い
る
期
間
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
減
額
さ
れ
る
手
当
額
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
未
定
で
す
。
法
律
が

決
ま
り
次
第
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

現
在
、「
特
別
障
害
者
手
当
」「
障

害
児
福
祉
手
当
」「（
経
過
的
）
福
祉

手
当
」
を
受
給
し
て
い
る
人
は
所
得

状
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
届
は
前
年
の
所
得
と
受
給
資
格

を
確
認
す
る
た
め
に
、
毎
年
８
月
に
提

出
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
届
出
が
な
い

場
合
、
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
期
限
】

８
月
11
日（
金
）〜
９
月
11
日（
月
）

病
後
児
保
育
と
は
、
子
育
て
と
就

労
の
両
立
支
援
の
一
環
と
し
て
「
病

気
の
回
復
期
」
に
あ
る
生
後
６
か
月

か
ら
就
学
前
の
児
童
を
集
団
保
育
が

困
難
な
時
期
に
、
専
用
の
保
育
室
で

看
護
師
等
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
一
時

的
に
預
か
る
事
業
で
、
利
用
に
あ
た

っ
て
は
、
事
前
に
登
録
が
必
要
で
す

【
登
録
受
付
期
間
】

８
月
１
日
（
火
）
〜
31
日
（
木
）

（
期
間
後
の
登
録
も
随
時
受
付
可
）

【
受
付
場
所
】
長
浜
愛
児
園

（
登
録
申
請
書
は
子
育
て
支
援
課
窓
口

で
も
配
布
し
ま
す
）

な
お
、
対
象
児
童
、
利
用
日
時
、

利
用
料
金
な
ど
詳
し
い
こ
と
の
お
問

い
合
せ
は
、
社
会
福
祉
法
人
光
寿
会

長
浜
愛
児
園
　
〒
526-

0031
八
幡
東
町
５

６
２
（
1.

63
４
６
５
０
、
�.

64
１
９
０

８
）
へ
。

10
月
分
か
ら
翌
年
３
月
分
ま
で
の

６
か
月
分
の
国
民
年
金
保
険
料
を
口

座
振
替
で
ま
と
め
て
納
付
（
６
か
月

前
納
）
す
る
と
、
保
険
料
が
８
２
、

２
２
０
円
と
な
り
、
毎
月
１
３
、
８

６
０
円
を
納
付
す
る
よ
り
も
９
４
０

円
お
得
で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。お

申
し
込
み
は
、
口
座
振
替
を
希

望
さ
れ
る
金
融
機
関
等
ま
た
は
お
近

く
の
社
会
保
険
事
務
所
ま
で
。（
郵
便

局
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
直
接
、

郵
便
局
の
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。）

手
続
き
か
ら
引
落
し
ま
で
２
か
月

近
く
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
申
し
込
み
は
８
月
末
ま
で
に
し
て

く
だ
さ
い
。

現
在
、
口
座
振
替
に
よ
る
毎
月
納

付
を
し
て
い
る
方
が
、
口
座
振
替
に

よ
る
６
か
月
前
納
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
振
替
方
法
の
変
更
手
続
き
が

必
要
で
す
。

し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
が
安
心
し

て
暮
ら
せ
、
新
し
い
体
系
に
対
応
し

た
基
本
的
方
向
や
推
進
方
策
の
指
針

と
な
る
「
長
浜
市
し
ょ
う
が
い
者
計

画
」
及
び
「
長
浜
市
し
ょ
う
が
い
福

祉
計
画
」
の
策
定
に
あ
た
り
、
ご
審

議
い
た
だ
く
委
員
会
の
委
員
を
募
集

し
ま
す
。

【
応
募
資
格
】
20
歳
以
上
の
市
内
に
お
住

ま
い
の
人
で
し
ょ
う
が
い
福
祉
に
関

心
が
高
く
、
広
い
視
野
か
ら
建
設
的

な
意
見
を
い
た
だ
け
る
人

【
募
集
人
数
】
２
人

【
任
　
期
】
委
嘱
の
日
か
ら

平
成
19
年
３
月
31
日
ま
で

【
応
募
方
法
】
持
参
、
郵
便
、
メ
ー
ル

（
住
所
・
氏
名
・
性
別
・
年
齢
・
電
話

番
号
・
応
募
動
機
・
地
域
で
の
活
動

等
を
記
入
し
た
し
ょ
う
が
い
福
祉
に

つ
い
て
の
意
見
書
（
４
０
０
字
程
度
）

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。）

【
募
集
締
切
】
８
月
15
日(

火)

必
着

【
応
募
・
問
い
合
せ
先
】

〒
526-

0031

長
浜
市
八
幡
東
町
６
３
２
番
地

長
浜
市
福
祉
課
し
ょ
う
が
い
福
祉
係

（
1.

65
６
５
１
８
）

E-m
ail:fukushi@

city.nagaham
a.shiga.jp

お
問
い
合
せ
は
、
市
保
険
年
金

課
（
1.

65
６
５
１
２
）、
浅
井
支
所

市
民
生
活
課
（
1.

74
４
３
５
３
）、

び
わ
支
所
市
民
生
活
課
（
1.

72
５
２

５
３
）
へ
。

お
問
い
合
せ
は
、
滋
賀
社
会
保
険

事
務
局
彦
根
事
務
所
国
民
年
金
業
務

課（
1
０
７
４
９-

２
３-

１
１
１
４
）へ

長
浜
市
し
ょ
う
が
い
者
計
画
等
策
定
委
員
会
委
員
募
集

　　　　○受給期間の取扱について（例） 
【全額支給の場合】　 

　１．平成15年４月１日において受給している場合 

 

 

 
　２．離婚して３年後に認定請求した場合（Ｈ15.７離婚　Ｈ18.６認定請求） 

  
Ｈ15.７ 

支給開始月 
Ｈ18.７ 

 
Ｈ22.７ 

全部 全部 

７年 

全部 全部 一部 一部 

支給開始月 
Ｈ15.４ 

 
Ｈ20.４ 

全部 全部 全部 

５年 

全部 全部 一部 一部 一部 一部 

お
問
い
合
せ
は
、
市
福
祉
課
し

ょ
う
が
い
福
祉
係
（
1.

65
６
５
１

８
）、
浅
井
支
所
保
健
福
祉
課（
1.

74

４
３
５
４
）、
び
わ
支
所
保
健
福
祉

課
（
1.

72
５
２
５
４
）
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病
後
児
保
育
事
前
登
録
受
付
を
開
始
し
ま
す


	名称未設定

